
１分でわかるトレンド解説  

 

 

    2026年 6月 

 

本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一ライフ資産運用

経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告

なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限

りません。 

1/1 

【1分解説】企業価値担保権とは？ 

 政策調査部 シニア研究員  河谷 善夫 

 

企業価値担保権とは、スタートアップや中小企業が不動産担保や経営者保証に過度に依存する

ことなく、事業の将来性に基づいて資金調達できるよう創設された新しい担保制度です。技術力

やノウハウ、顧客基盤、ブランド力などの強みを持つ企業が、有形資産に乏しいため十分な融資

を受けにくかったことが背景です。そこで、2024年に成立した「事業性融資の推進等に関する法

律」により、個々の不動産や設備ではなく、企業の総財産を一体として担保とする企業価値担保

権が整備され、2026年 5月から利用可能となりました。返済困難となった場合、担保権実行も可

能ですが、事業の継続・成長を支え、企業価値を維持することが基本的考え方です。 

本制度では、金融機関は過去の財務実績だけでなく、事業計画や成長可能性といった将来情報

も踏まえて融資判断をします。特に、不動産担保や経営者保証に依存しがちな中小企業の資金調

達手段の多様化につながることが期待されています。 

融資後も金融機関と企業が継続的に対話し、経営改善を支援することも重視されています。企

業価値担保権は単なる担保制度ではなく、事業の継続・成長を支える法的基盤として位置付けら

れており、従来の「資産や保証に依拠した融資」から「事業の将来性に着目した融資」への転換

を促す制度として注目されています。 


